
「
農
用
地
利
用
配
分
計
画
」
の
認
可
に
つ
い
て

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
三
年
十
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

三
宅

貢
作

岡
山
市
南
区

岡
山
市
南
区
川
張
字
岡
町
一
五
一
七
ー
一

河
本

拓
也

岡
山
市
南
区

岡
山
市
東
区
草
ケ
部
字
十
供
六
五
三
ー
一
外
四

筆

田
渕

康
久

岡
山
市
東
区

岡
山
市
東
区
邑
久
郷
四
八
〇
八
ー
一
外
一
筆

横
田

和
昭

瀬
戸
内
市

瀬
戸
内
市
邑
久
町
北
池
字
三
反
地
三
八
七
外
二

筆

菅
谷

茂
樹

赤
磐
市

赤
磐
市
山
手
字
国
塩
五
四
四
外
十
五
筆

グ
リ
ー
ン
カ
ル

加
賀
郡
吉
備
中
央
町

赤
磐
市
正
崎
字
地
替
五
一
二
ー
一

テ
ィ
ベ
イ
シ
ョ

ン
合
同
会
社

花
田

義
和

美
作
市

美
作
市
江
見
字
猿
嚥
西
溝
添
ノ
南
一
三
外
四
筆

鶴
石

正

美
作
市

美
作
市
原
字
谷
口
四
一
三

農
事
組
合
法
人

久
米
郡
美
咲
町

久
米
郡
美
咲
町
百
々
字
坂
根
一
一
三
ー
一
外
二

ア
グ
リ
モ
モ

筆

農
事
組
合
法
人

久
米
郡
美
咲
町

久
米
郡
美
咲
町
大
戸
上
字
実
安
四
七
七
外
二
筆

大
戸



二

認
可
年
月
日

令
和
三
年
十
月
二
十
六
日

三

申
請
年
月
日

令
和
三
年
十
月
十
九
日


